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卒後基礎的臨床教育＊1

福　間　誠　之＊2

はじめに

　現在の日本の医学教育についてみると，非常に

進歩した最新の医学的知識の伝達ということには

臨床医学の教官も基礎医学の教官も非常に力を入

れているが，将来医師となるために必要な臨床の

技能・態度の教育にはあまり熱心でないようであ

る．また，学生が臨床実習の時に患者を直接診察

することは法律的にも問題があるとされ，しかる

べきところで検討がなされているようである．こ

のような学部教育の現状を知ると，卒後臨床研修

は将来医師として自立できるようになるために重

要な期間であると考えられる．

　大学を卒業したてのまだ柔軟な考え方を持って

いる若い間に医師としての基本的技能・態度を身

につけるということは，将来どのような科の専門

医になるにしても大切なことである．これからの

医療が身体臓器の病気だけでなく，人間を全体と

してとらえて，疾病に病んだ人を全人的に治療し

ようとすることを目指していることからも，卒後

臨床研修の期間はすべての医師に求められる基本

的な技能・態度の習得の期間として位置づけるべ

きである．

　臨床研修制度はインターン制度が廃止されてそ

れにかわるものとして発足したのではあるが，現

実には教育者の側にも卒業生の方にも，医師とし

ての基本的技能・態度の修練期間という受けとめ

方がなされていないようである．
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　キーワーズ：プライマリ・ケア，研修医，研修方

　式，研修指定病院，臨床研修費

＊2FuKuMA，　Seishi京都第一赤十字病院脳神経外科，

　日本医学教育学会卒後臨床教育委員会委員長

　最近になって学会認定医・専門医制度が注目さ

れ，その専門医の教育と臨床研修制度の関係ある

いは臨床系大学院と臨床研修との関係もはっきり

しなくなってきている．

1．卒後教育の歴史

　わが国の医学教育のなかではほとんど実技訓練

がなされていなかったために，明治末期から大学

卒業後もある期間，特定の医局に残るのが慣行に

なっていた．これに学位制度が加わり，訓練や教

育をうけ，研究をさせてもらうために徒弟的な関

係が生じて，いわゆる無給医という非公式の制度

が形成されていった．

　昭和15年に医薬制度調査会は，厚生大臣に卒後

臨床教育を制度化するために「医療制度改善方策

に関する答申」を提出している．医師免許取得前

の基礎的診療に関する修練の充実策として，

　1）医師の免許には1年以上一般的診療に関

し，必要なる修練を要することに改むること．

　2）修練は指導医師をおいてこれを行うことと

し，もっともその効果をあげうるよう指導医師に

対する被指導者の数を案配すること．

　3）修練はなるべく現在の学校教育期間中にお

いて実施すること．

の3項目をあげている．

　昭和17年に制定された国民医療法，同法施行令

には，医師実地修練に関する規定があったが，実

施前に敗戦となり，昭和21年になって改正国民医

療法では，医学専門学校卒業者にのみ，1年以上

の診療および公衆衛生実地修練が，国家試験の前

提として必要条件とされた．しかし，占領軍の強

力な指導により，昭和23年から大学卒業の者も一一

律に実地修練が課せられるようになり，これがい

わゆるイソターンである．このようにわが国のイ
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ンターン制度は，社会の必要性から生まれた制度

というよりは，押しつけられた感が強く，医学教

育に携わる人達のなかでも十分制度の本質を理解

し実行した人は少なかった．

　この制度は，発足当初から予算的措置もなく，

身分も学生でなく，また医師でもないため中途半

端で非常に不安定なものであった．また，実地修

練生を受け入れる側も何を教育するのか指導目標

がはっきりしておらず，医師の下働き的な存在

で，検査をしたり，注射をさせてもらって，臨床

的技術を習得していたが，生活の保障がないため

に，他の医療機関で診療をして報酬を得ていた．

医師免許証がないので，本来独立して診療に携わ

ることはできないのであるが，「指導医のもとで」

という名目で実際には患者の診療にあたり，これ

はまた臨床能力の修得には役立っていたと思われ

る．しかし，適切な指導，チエックがなければ，

独善的な正しくない技術や態度を身につけるおそ

れもあった．

　このような状況では当然インターンの不満がつ

のり，インターン制度反対運動が次第に高まって

全国的な運動となった．昭和38年から国立病院

でのインターンボイコット，さらにはすべての

インターソボイコット，国家試験ボイコットとな

り，ついには全国的規模にまで広がった大学紛争

につながった．

　大学側も目的のはっきりしないインターン制度

に反対の態度を示し，昭和43年についにインター

ン制度は廃止された．そのかわりに，医学部卒業

と同時に医師国家試験の受験資格を与え，その後

大学付属病院または厚生大臣の定める教育指定病

院において2年間の臨床研修を終了したものを医

籍に登録する登録医制度がつくられた．しかし，

これも医学生にとっては，従来のインターン1年

が2年間に延長され，研修条件の改善もないので

あれば，実質的には青年医師の「労働力搾取」で

あるとして，強く反発し，運動を展開した結果，

ただ単に受け入れ施設長（病院長）が厚生省に報

告すると修正され，成立して今日にいたっている

（報告医制度）1）．

　昭和43年7月16日，厚生省医務局長から各臨床

研修を行う病院長宛に「臨床研修の運用について」

という通達がだされ，臨床研修運用方針のなかで

臨床研修の目的が，次のように述べられている．

「臨床研修は，医師が，適切な指導責任者のもと

に，常に社会との関連において疾病を把握しつつ

診療に関する知識および技能を実地に練磨し，医

学の進歩に対応して自ら診療能力を開発しうる基

礎を養うとともに，医療における人間関係，とく

に医師と患者との関係についての理解を深め，あ

わせて医の倫理を体得し，医師としての資質の向

上をはかることを目的とする」として，実際の方

法としては継続して2年間それぞれの診療科に所

属して行われ，2科以上の診療科について行う場

合には臨床研修連絡会を設けるように指導してい

る．

　昭和46年12月に日本医学教育学会卒後臨床教育

委員会（吉利和委員長）は卒後基礎的臨床教育に

関する試案をだし，このなかで次のように述べて

いる．「わが国における医学教育の現状をみる

と，大学医学部における教育のみをもってしては

医療の実地活動を開始する上には著しく不十分で

あり，何らかの形での卒後の基礎的臨床教育が必

要と考えられる．卒後臨床教育では，医師免許証

を保持した医師が，医師としての責任と自覚の上

にたっての修練を行うことが中心となる」．そし

てその目的は「専門的な知識の獲得，診療技術の

修得とともに，患者に対する責任の自覚，医師と

しての資質の向上を図る」としている．

2．卒後臨床研修とプライマリ・ケア

　医学の進歩にともない医療の分野での専門分化

が進み，細分化されて，医療技術の面では専門化

されより高度化されたが，一方ではあまり専門化

されすぎて，専門以外のことはわからない，ある

いは境界領域の問題がとり残されるという事態が

起こり，プライマリ・ケアの必要性が認識される

ようになってきた．

　昭和48年12月7日医師研修審議会（塚本憲甫会

長）が「臨床研修の充実について」という建議書を

だしている．この中で「国民医療全体としては，

高度の専門的技能とともに健康管理，初期診療な

どのいわゆるPrimary　careに対するニードがき

わめて高い．研修カリキュラムもこのニードに対

応して計画される必要がある．」と述べている．

　昭和50年10月24日には医師研修審議会（日野原
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表1臨床研修指定病院数 （平成元年4月1日現在）

国

公　　的

その他

開設者別

年　度

厚

そ

生

公

の

計

省

社

他

都　　道　　府　　県

　　　市
そ　　　の　　　他

　　計

社会保険関係団体
公　　益　　法　　人

そ　　　の　　　他

　　　計

46

22

5

3

30

15

7

18

40

12

8

7

27

50

25

5

3

33

25

16

25

66

13

10

9

32

55

30

6

5

33

32

21

28

81

15

11

10

36

57

35

6

4

45

32

27

31

90

17

11

10

38

58

36

6

5

47

33

27

31

92

17

11

11

39

59

37

6

9

52

33

28

31

92

17

13

11

41

60

　40

｝・5

　55

33

30

33

96

17

13

13

43

61

40

16

56

34

32

33

99

17

13

14

44

62

40

12

52

35

32

33

100

17

14

18

49

63

40

13

53

37

34

34

105

17

14

19

50

元

40

14

54

38

36

34

108

18

14

20

52

般　　病　　院　　計 ｝97113・11581・73・77・85119・・992・・12・81・・4

精　　神　　病　　院 9｝・…　｝・2｝・4・4・5・51・6・61・6

合 計 ・・6・42・691・8519・・9gl・・92・42171　2241　23・

（注）病院群による指定5ヵ所6病院を含む． （厚生省調べ）

重明会長）は卒後臨床研修の目標と内容の意見書

を具申した．このなかで「卒後臨床研修において

は，将来いずれの診療科を専攻しようとする者も，

その診療科のみにとどまらず研修期間の前期のう

ちにプライマリ・ケアの基本的知識・技能を修得

することができるように主要診療科の研修を含め

た計画を立てることが必要である」と述べ，「臨

床研修の目標と内容」でかなり具体的な研修目標

をあげている．

　さらに昭和53年3月2日には同じ審議会が「プ

ライマリ・ケアを修得させるための方策」の意見

書を提出している．ここで「プライマリ・ケアを

修得させるための臨床研修の目的とするところ

は，患者やその家族の健康上の問題解決のための

幅広い知識と臨床能力を持ち，問題をもっとも効

果的に処理するとともに生活指導のできる臨床医

をつくることにある」と述べ「具体的には，①も

っとも普通にみられる病気や外傷などの事故の処

置ができること，②救急の初期診療ができるこ

と，③適切な時期にしかも安全に専門の医師にケ

ー スを送り届けることができることであり，さら

に，④病気の予防の措置や指導ならびに生活管理

を主とする慢性疾患または身体に障害を有する者

に対し，心身両面の指導ができる臨床医をつくる

ことである．」としている．そして研修計画はそ

れぞれの病院で社会および研修医のニーズに応じ

た具体的な研修カリキュラムを作成することを求

め，「プライマリ・ケアを中心とした研修の具体

的実施方法」を参考資料として加えている3）．

　平成元年6月14日には医療関係者審議会臨床研

修部会（坂上正道部会長）は卒後臨床研修目標を

具申している4）．このなかで「医学・医療の高度化

による臨床医の専門分化にともなって，若い医師

の間に早急に専門的な技術を身につけようとする

傾向があり，これを放置すると特定な領域しか

みることのできない臨床医が増加するおそれがあ

る」ことを指摘して，人口の高齢化，慢性疾患の

増加，患者のニーズの多様化にこたえ，「医師は単

に専門分野の疾患を治療するのみでなく，患者，

家族の抱えるさまざまの身体的，心理的，社会的

問題も的確に認識・判断し，医療チームの中で治

療，看護，介助サービスなど種々の方策を総合的

に組織・管理し，問題解決を図る能力を備えるこ

とが必要となってきている」と述べている．そし

て「期待される医師像」および「臨床研修の意義」

の見解に基づいて，プライマリ・ケアの知識・技
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表2指定病院のベッド数と医師数（常勤）

ベツド数

　299床以下

　300～399床

　400～499床

　500～599床

　600～699床

　700～799床

　800～899床

　900～999床

　1，000床以上

指定病院　　病院群　　精神病院

　1　　　　　0　　　　　1

　31　　　　　4　　　　　2

　43　　　　　0　　　　　6

　49　　　　　2　　　　　1

　35　　　　　1　　　　　2

　29　　　　　1　　　　　2

　10　　　　　1　　　　　2

　2　　　　　0　　　　　0

　　7　　　　　1　　　　　1

207 10 17

医師数

　9人以下

　10～19人

　20～29人

　30～39人

　40～49人

　50～59人

　60～69人

　70～79人

　80～89人

　90～99人
　100～109人

　110～119人

　120人以上

常勤医

　2
　10

　6
　18

　30

　33

　37

　25

　18

　13

　11

　6
　14

指導医

　10

　34

　58

　50

　31

　17

　12

　0
　3
　1
　0
　0
　0

能だけでなく，患者に接する態度，チーム医療で

協力する習慣からターミナルケアまでの能力を備

えた全人的医療を目指す医師の養成を掲げてい

る．

3．卒後臨床研修の実態

　実際の卒後臨床研修はどのように行われている

のであろうか．

　1）臨床研修指定病院数

　昭和43年3月に「教育病院群制度検討打ち合せ

会」の「教育病院群制度について」と同年12月に

「医師研修審議会」のだした建議書をもとに，厚

生省は臨床研修病院の指定基準および同基準の運

用を示す文書を作成している．これには具体的に

研修病院の指定条件を記述してあり，病院の規模

のみならず，診療内容，指導体制のレベルについ

ても厳格に示されている．その後昭和55年3月に

指定基準の運用の一部が改正され，さらに昭和59

表3大学病院のベッド数と医師数（常勤）

ベッド数　99床以下

　　　　　100～　199床

　　　　　200～　299床

　　　　　300～　399床

　　　　　400～　499床

　　　　　500～　599床

　　　　　600～　699床

　　　　　700～　799床

　　　　　800～　899床

　　　　　900～　999床

　　　　1，000～1，099床

　　　　1，100～1，199床

　　　　1，200床以上

医師数

9人以下

10～49人

50～99人

100～149人

150～199人

200～249人

250～299人

300～349人

350人以上

6

6

8

9

4

2

26

9

11

7

13

5

11

常勤医

　1

　2

　2

　4

　6

　4

　1

　1

　5

指導医

　2

　6

　6

　6

　3

　1

　0

　1

　0

年3月には医療関係者審議会臨床研修部会が取り

まとめた新しい基準が作成されている．その改正

の主な点は，臨床研修を地域の医療を担う複数の

病院が協力して行えば有効な研修が行える場合

に，これらの病院を「病院群」として指定する基

準が設けられたことである．

　昭和46年には臨床研修病院は精神病院9を加え

て合計106であったが，少しずつ増えてきている．

　平成元年には研修指定病院は厚生省関係が40，

三公社14で国立病院は54，都道府県立病院38，市

立36，その他の公的病院34で公的病院は108とな

る．社会保険関係団体立病院が18，公益法人病院

14，その他20で一般病院の合計は214となり，精

神病院が16でこれらを合計すると臨床研修病院は

全部で230病院となる．

　病院の開設者の内訳をみると，昭和46年は国

立：公立：その他が30．9：41．2：22．1であったの

が平成元年はその比率が25．2：50．5：24．3となり

公立病院数のが増えている．これらの研修指定病

院の他に全国の大学付属病院で臨床研修が行われ
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表4　臨床研修 （単位：人）

「工理］43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

研修対象者数（A）　4，403　3，768　6，370　6，565　7，122　7，302　7，355　7，518　7，963　8，593

研
修
実
施
者
数

大学

病院

国　　立

公　　立

私　　立

小　　計

国　　立

公私立
小計　（C）

276　　　　298　　　　745

280　　　　　279　　　　　487

187　　　1，348　　　1，959

743　　　1，925　　3，191

1，488

　756

1，956

4，200

1，711　　　1，742　　　1，903　　　1，829　　　2，006　　　2，161

　854　　　　852　　　　790

2，203　　　2，243　　　2，128

4，768　　　4，837　　　4，821

　748　　　　790　　　　　837

2，154　　　2，593　　　2，953

4，831　　5，389　　　5，961

34　　　77　　　148

80　　　　　374　　　　　747

114　　　　451　　　　895

148　　　　248　　　　279　　　　274　　　　304　　　　321　　　　359

640　　　　774　　　　827　　　　849　　　　942　　　1，038　　　1，175

788　　　1，022　　　1，106　　　1，123　　　1，246　　　1，359　　　1，534

合 計（・）　18572・3764・°864・9885・79°5・・9435・9446・°776・7487・　495

修研率（B）／（A）
指定病院研修率（C）／（B）

19．5％　　　　63．1　　　　64．1　　　　76．8　　　　81．3　　　　81．4　　　　80．8　　　　80．8　　　　84．7　　　　87．2

13．3％　　　　19．0　　　　21．9　　　　15．8　　　　17．7　　　　18．6　　　　18．9　　　　20．5　　　　20．1　　　　20．5

「〔生」53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

研修対象者数（A）　9，57310，25611，71212，83313，51714，15414，94914，58315，08615，006

研
修
実

施
者
数

大学

病院

国　　立

公　　立

私　　立

小　　計

国　　立

公私立
小計　（C）

2，345　　　2，660　　　2，759

　897　　　　852　　　　870

3，258　　　3，209　　　3，488

6，500　　　6，721　　　7，117

3，283

　853

4，008

8，144

3，432　　　3，862　　　4，022

　899　　　1，072　　　1，134

3，937　　　4，231　　　4，453

8，268　　9，165　　9，609

3，660　　　3，963　　　4，410

1，078　　　1，084　　　1，150

5，038　　　4，418　　　4，471

9，776　　　9，500　　10，031

　403　　　　430　　　　446

1，348　　　1，276　　　1，301

1，751　　　1，706　　　1，747

　495

1，470

1，965

　459　　　　479　　　　513　　　　577　　　　441　　　　475

1，694　　　1，731　　　1，879　　　2，556　　　2，239　　　2，234

2，153　　　2，210　　　2，392　　　3，133　　　2，680　　　2，709

合 計（B）　8，2518，4278，86410，10910，42111，37512，00112，90912，18012，740

研修率（B）／（A）
指定病院研修率（C）／（B）

86．2　　82．2　　75，7　　78．8　　77．1　　80．4　　80．3　　88．5　　80．7　　84．9

21．2　　　　20．2　　　　19．7　　　　19．4　　　　20．7　　　　19．4　　　　19．9　　　　24．4　　　　22．0　　　　21．3

ている．

　2）研修指定病院の規模と医師数

　病院の規模は，その所有するベッド数と医師数

でだいたい想像されるので，研修指定病院につい

て臨床研修病院ガイドブックにより調査した（表

2）．

　病院の規模としてもっとも多いのはベッド数が

400～499床で次に300～399床と中規模の病院が

主流を占めているが，1，000床以上の病院が7病

院あった．また，医師数は60～69人という所がも

っとも多く次に50～59人，40～49人というところ

で，医師数が100人以上という病院も31ある．次

に，研修病院指定基準の運用のなかに定められて

いる指導医の数についてみてみると20～29人とい

うものがもっとも多く，ついで30～39人，10～19

人という順になる．医師数からみると，医師数の

なかで指導医の占める割の多い病院と比較的若手

の医師の多いところがある．

　大学病院についてみるともっとも多いのが600

～699床の病院であり，分院ではあるが299床以下

の病院も20病院あり，一方，1，　OOO床以上は29病

院あり格差が目立つ．学生数に対して十分でない

600～699床の病院が多いのは新設医科大学が設置

されたとき教育関連病院を含めて認可されたため

であると考えられる．医師数は26大学病院につい

てしかわからないが，分院をのぞいてほとんどの

病院は100人以上の医師がいて，最高は781人で指

導医も417人となっている（表3）．

　このように医師数および指導医の数だけ見れぽ

充実しているといえるが，病院のベッド数も考慮
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表51指定研修病院あたり研修医平均現員数推移

年 度 46 47 48 49 50 51 52 53 54

平均研修医数（人）1　7・・ 8．3 8．2 8．1 8．8 9．4 ・…21・…21・…2

年 度 55 56 57 58 59 60 61 62

平均研修医数（人）・…31・…2・…6 11．6 12・・115・・1　・2・51・2・・51

して適当な研修医数が決められるべきである．

　3）研修医の配分

　研修指定病院における研修実施者数の推移は表

4に示すとおりである．この制度の発足当初の昭

和43年には4，400人であったがその後医科大学の

増設もあり昭和52年には8，　OOO人を越え，昭和54

年にはその数が10，000人を越え，さらに昭和62年

には15，000人となっている．

　全研修対象者に対する研修実施率は，本制度の

発足当初は別として63％から徐々に増えてきて，

昭和52年には84．7％で最高となった．その後，

減少し昭和55年は75．5％まで低下し，それから

ふたたび増加して昭和60年には88．5％とこれま

で最高になっているが，それから減少し，変動が

激しい．昭和62年は84．9％となっている．研修

対象者の残りの者は，基礎医学あるいは公衆衛生

などの社会医学系あるいは大学院進学または臨床

研修指定病院になっていない癌・小児・循環器な

どの専門病院で研修を行っているものと思われ

る．

　研修指定病院での研修の割合は当初よりは次第

に増加してきていたが，最近はやや減少の傾向が

みられ，昭和62年は21．3％となっている．

　1病院あたりの研修医現員数を表1と表4から

求めると表5のようになり，平均12．5人となる．

　大学付属病院での研修医数を同様にして計算す

ると1病院あたり114．6人となり，研修指定病院

の約10倍の研修医が大学付属病院に集まっている

ことになる．大学病院には指導医の数は十分ある

が，病院のベッド数は一般研修指定病院とあまり

変わらないことからみると研修医1人あたりの受

け持つ患者数が極端に少なくなるために，臨床能

力の研修が達成できるかどうか危惧される．

　4）募集方法および選択方法

　臨床研修病院ガイドブック’90による研修指定

病院で公募していないところは222病院中30病院

（13．5％）で，昭和61年に比べて公募が減ってき

ている．残りは一応公募していることになってい

るが，実際の研修医の選抜方法をみてみると，試

験（筆記，口頭，論文）をしているところは44

（22．9％），面接だけのところは98（51．0％）で，

大学からの推薦が50（26．1％）あり，これは実質

的には公募していないことになっているとも思わ

れる．ある特定の大学の臨床講座から2年目だけ

の研修にきているような場合があり，他からはほ

とんどはいる余地がないところもある．

　地域によってはその地方の大学と関連を持って

研修医を回してもらわなけれぽ医師が集まらない

ところもあり，研修病院独自のカリキュラムが実

施できないこともある．

　5）研修期間

　研修指定病院ではそれぞれが独自の研修カリキ

ュラムを組んで2年間の研修を行っている所が多

いが，病院によっては1年目の研修のみ（1病院）

や2年目のみ（5病院）の研修医しか受け入れて

いないところもある．ガイドブックにはでていな

いが，実際には1年間大学付属病院である特定科

の研修をすませてから2年目の研修に研修病院に

でているものがある．この際病院によってはロー

テイトしているところもあるが，専門科に所属し

て研修をしている者もあり，医師としての基本的

な臨床能力の習得という卒後臨床研修の目的から

はあまり好ましいことではない．

　2年間の臨床研修を終えたあとの進路は大学へ

もどるもの，そのままその病院の職員に採用され

るものもあるが，さらにより専門的な研修をする

ためにレジデント制（専修医，非常勤医員，医員）

をしているところが222病院中101（45．5％）あ

る．職員に採用された者の中にもさらに専門医の

資格をとるために引き続き研修しているものもあ


